
 

 

 
 

 

 

 

令和７年度に入学するお子さんの 
きこえやことばについての相談を受けています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

きこえ・ことば 
―難聴・言語障害児童生徒のための教育― 

NO.120 
令和 6 年 9 月 
発行 所沢市教育委員会 
編集 きこえ・ことばの教室 

きこえやことばの相談はこちらで受けています 

 

並木小学校きこえ・ことばの教室   並木 6-2          ℡・Fax（直通）04-2995-2985 
三ケ島小学校きこえ・ことばの教室   三ヶ島 5-791-4    ℡・Fax（直通）04-2947-5133 

 

 

 

 

発音がはっきりしないけれど、 

友だちにからかわれたりしないかしら…。 

ときどきことばをくりかえしたりつまったり

することがある（吃音があるようだ）けれど、

言いたいことを言えているかしら…。 

 

耳のきこえがよくないようだけれど、

先生の話がわかっているのかしら…。 

 

「きこえ・ことばの教室」に 
相談しませんか。 

お電話で相談を申し込みください。 

・お子さんとご来室ください。 
・保護者の方の話をお聞きし、 

お子さんの様子をみます。 
・必要に応じた検査をします。 

今後の対応について、 
よりよい手だてを一緒に考えます。 

☆相談は予約制です 

☆学区の指定はありません 



＊市教育委員会によって開始措置されたときには、 

入学予定校と「きこえ・ことばの教室」の担当が 

連絡を取り合います。 

 
 
 

 
 

 
 

※令和６年 9 月２日より、相談申し込みを受け付けています。 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 

令和７年度入学のお子さんの 相談から通級までの流れの例 

保護者による相談申し込み 
＊当教室に直接お電話ください。 

相談日時を予約します。 

当教室で面談・検査を実施 

（教育相談・就学相談） 

9 月～3 月 

所沢市就学支援委員会の審議 

＊お子さんの課題、保護者の希望等のニーズに対し、

通級による指導が適切であるかどうか審議します。 

通級による指導開始の手続き 

4 月入学後 

保護者会を実施 

＊通級の具体的な内容を話し合います。 

＊通級希望時間を話し合います。 

通級による指導の開始 
＊担任の先生と教育課程の協議を行い、通級時間が 

確定しましたら、通級による指導が始まります。 

＊ことばの検査等を実施し、お子さんの様子を見ます。 

＊課題が確認され、通級による指導を希望する場合は、

就学相談を行います。 

補聴器や人工内耳を装用しているお子さんは、 

お早目にご連絡ください。 


